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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
へ
の
対
応
と
し
て
発
出
さ
れ
た
緊
急
事
態
宣
言
及
び
外
出
の
自
粛
要
請
な
ど
の
影
響
に
よ

り
、
外
食
産
業
等
の
売
上
高
は
著
し
く
落
ち
込
ん
で
い
る
。
五
月
二
十
五
日
の
緊
急
事
態
宣
言
全
面
解
除
以
降
も
外
食
産
業
等

へ
の
深
刻
な
影
響
は
継
続
し
て
お
り
、
飲
食
店
の
需
要
喚
起
へ
の
支
援
は
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。 

 

政
府
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
発
生
に
よ
り
落
ち
込
ん
だ
経
済
活
動
を
回
復
さ
せ
る
た
め
に
、
令
和
二
年
度
第

一
次
補
正
予
算
に
Ｇ
ｏ 

Ｔ
ｏ 
Ｅ
ａ
ｔ
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
事
業
を
含
む
官
民
一
体
型
の
需
要
喚
起
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
よ
る
支
援

を
措
置
し
た
。 

 

し
か
し
、
Ｇ
ｏ 

Ｔ
ｏ 

Ｅ
ａ
ｔ
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
事
業
の
う
ち
オ
ン
ラ
イ
ン
飲
食
予
約
委
託
事
業
（
以
下
「
本
事
業
」
と
い

う
。
）
で
は
、
飲
食
店
側
は
オ
ン
ラ
イ
ン
飲
食
予
約
サ
イ
ト
へ
の
登
録
が
必
要
と
な
る
な
ど
、
参
加
の
た
め
の
負
担
を
伴
う
一

方
で
、
オ
ン
ラ
イ
ン
飲
食
予
約
サ
イ
ト
の
運
営
者
（
以
下
「
サ
イ
ト
運
営
者
」
と
い
う
。
）
は
委
託
費
の
交
付
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
と
と
も
に
飲
食
店
や
消
費
者
の
新
規
登
録
に
よ
る
顧
客
確
保
な
ど
、
今
後
の
事
業
に
発
展
を
も
た
ら
す
ス
キ
ー
ム
と

な
っ
て
い
る
。
政
府
は
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
・
ポ
イ
ン
ト
還
元
事
業
と
同
様
に
、
Ｇ
ｏ 

Ｔ
ｏ 

Ｅ
ａ
ｔ
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
事
業
の

目
的
に
直
接
関
係
し
な
い
手
数
料
徴
収
ビ
ジ
ネ
ス
に
加
担
し
て
い
る
と
い
う
印
象
が
ぬ
ぐ
え
な
い
。
本
事
業
が
、
甚
大
な
影
響
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を
受
け
て
い
る
飲
食
業
の
需
要
回
復
に
効
果
の
あ
る
ス
キ
ー
ム
と
な
っ
て
い
る
か
検
証
す
る
た
め
に
、
以
下
、
質
問
す
る
。 

一 
本
事
業
に
お
い
て
、
飲
食
店
の
自
社
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら
の
予
約
や
電
話
予
約
に
よ
る
来
店
者
へ
の
ポ
イ
ン
ト
付
与
は
認

め
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
本
事
業
に
参
加
す
る
飲
食
店
は
、
本
事
業
受
託
者
が
運
営
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
飲
食
予
約
サ
イ
ト
へ

の
登
録
が
必
須
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
ス
キ
ー
ム
を
採
用
し
た
理
由
は
如
何
に
。 

二 

本
事
業
の
仕
様
書
に
お
い
て
「
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
期
間
中
に
受
託
者
の
運
営
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
飲
食
予
約
サ
イ
ト
へ
加
入
す

る
飲
食
店
に
は
、
基
本
手
数
料
（
固
定
費
）
を
無
料
と
す
る
こ
と
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
オ
ン
ラ
イ
ン
飲
食
予
約
サ
イ
ト
経

由
で
予
約
・
来
店
し
た
消
費
者
に
係
る
送
客
手
数
料
を
飲
食
店
側
が
サ
イ
ト
運
営
者
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に

個
人
経
営
の
小
規
模
な
店
舗
に
と
っ
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
予
防
対
策
の
た
め
に
新
た
な
経
費
が
発
生
し
て
い

る
中
、
送
客
手
数
料
の
支
払
い
は
大
き
な
負
担
で
あ
る
。
飲
食
店
が
支
払
う
送
客
手
数
料
に
つ
い
て
税
制
優
遇
措
置
な
ど
の

負
担
軽
減
策
が
必
要
だ
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
求
め
た
い
。 

三 

農
林
水
産
省
は
、
Ｇ
ｏ 

Ｔ
ｏ 

Ｅ
ａ
ｔ
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
事
業
に
つ
い
て
、
「
感
染
予
防
対
策
に
取
り
組
み
な
が
ら
頑
張

っ
て
い
る
飲
食
店
を
応
援
し
、
食
材
を
供
給
す
る
農
林
漁
業
者
を
応
援
す
る
も
の
で
す
」
と
説
明
し
て
い
る
。
Ｇ
ｏ 

Ｔ
ｏ 

Ｅ
ａ
ｔ
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
事
業
に
よ
る
国
産
農
林
水
産
物
の
需
要
拡
大
や
経
済
効
果
を
如
何
に
見
込
ん
で
い
る
の
か
、
明
ら
か
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に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
Ｇ
ｏ 

Ｔ
ｏ 

Ｅ
ａ
ｔ
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
事
業
に
よ
っ
て
国
内
の
農
林
漁
業
者
へ
の
支
援
を
図
ろ
う
と

す
る
の
で
あ
れ
ば
、
飲
食
店
で
使
用
す
る
食
材
を
国
産
に
限
定
す
る
等
の
条
件
も
必
要
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
う
し
た
条
件

を
設
け
な
い
理
由
は
如
何
に
。 

四 

本
事
業
で
は
飲
食
代
金
に
応
じ
た
ポ
イ
ン
ト
付
与
で
は
な
く
、
オ
ン
ラ
イ
ン
飲
食
予
約
サ
イ
ト
経
由
で
予
約
・
来
店
し
た

消
費
者
一
人
あ
た
り
に
つ
い
て
次
回
以
降
利
用
可
能
な
ポ
イ
ン
ト
を
付
与
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
消
費
者
は
、
次
回
以

降
の
来
店
時
の
飲
食
代
金
に
つ
い
て
ポ
イ
ン
ト
を
利
用
し
て
支
払
い
し
、
か
つ
ポ
イ
ン
ト
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
た
め
、
ポ
イ
ン
ト
利
用
に
よ
る
割
引
と
ポ
イ
ン
ト
獲
得
を
繰
り
返
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
本
事
業
に
お
い
て
一
人
あ
た

り
の
飲
食
代
金
の
下
限
や
ポ
イ
ン
ト
付
与
回
数
の
制
限
を
設
け
な
い
こ
と
の
妥
当
性
に
つ
い
て
の
認
識
は
如
何
に
。 

五 

採
択
さ
れ
た
事
業
者
の
中
に
は
、
実
績
及
び
知
名
度
の
あ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
飲
食
予
約
サ
イ
ト
を
運
営
し
て
い
る
事
業
者
の

ほ
か
、
「
知
見
・
専
門
性
及
び
類
似
・
関
連
事
業
の
実
績
等
」
や
「
事
業
の
目
的
、
趣
旨
と
の
整
合
性
及
び
事
業
内
容
の
妥

当
性
」
の
観
点
か
ら
の
評
価
が
必
ず
し
も
高
く
な
い
事
業
者
も
含
ま
れ
て
い
る
。
「
知
見
・
専
門
性
及
び
類
似
・
関
連
事
業

の
実
績
等
」
や
「
事
業
の
目
的
、
趣
旨
と
の
整
合
性
及
び
事
業
内
容
の
妥
当
性
」
の
観
点
か
ら
の
評
価
が
高
く
な
い
事
業
者

が
採
択
さ
れ
た
理
由
は
如
何
に
。 
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六 

本
事
業
の
ポ
イ
ン
ト
付
与
期
間
は
令
和
三
年
一
月
末
ま
で
、
ポ
イ
ン
ト
利
用
期
間
は
同
年
三
月
末
ま
で
で
あ
り
、
極
め
て

短
期
間
で
あ
る
。
一
方
で
、
本
事
業
の
参
加
飲
食
店
の
登
録
は
九
月
十
四
日
時
点
で
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
事
業
者
採
択
後
の

実
施
準
備
に
時
間
を
要
し
て
い
る
。
実
質
的
な
事
業
期
間
と
対
象
と
な
る
飲
食
業
の
市
場
規
模
と
の
関
係
、
事
業
効
果
の
見

込
み
、
事
業
期
間
の
妥
当
性
に
つ
い
て
の
認
識
は
如
何
に
。 

 

右
質
問
す
る
。 


